
所沢市立中学校拠点校部活動NEWS

拠点校部活動とは、通学する中学校に希望する部活動がな
い場合、市内の他中学校に、参加希望する部活動があるという生徒を受
け入れる方式の部活動です。

拠点校部活動で活動する生徒は、在籍する中学校で授業を受け、部活動
の時間のみ拠点校に通学（移動）して活動します。

目的
・スポーツ文化活動に対する生徒のニーズに応える。
・生徒数の減少に伴う学校部活動の小規模化、指導者不足の課題解決を
図る。
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拠点校部活動参加チェック
□在籍校に希望する部活動がない。
□自宅から一番近い中学校に、希望部活動がある。
□原則徒歩で移動できる。
□令和７年度入学の新１年生である。

参加留意事項
・拠点校の部活動の方針に従ってください。
・在籍校からの移動は原則は徒歩とします。
・部費の支払いがある場合は拠点校の生徒と
同額をお支払いください。
・大会・コンクール等は在籍校と確認した上で
拠点校から参加します。
・活動中及び移動中の事故や怪我については、
独立行政法人日本スポーツ振興センターの
保険が適用されます。
・拠点校部活動は、長期的な実施に努めます
が、原則１年ごとの実施（継続可）となり
ます。
・１０月～３月は日没時間等の関係で平日の活
動が難しい場合も考えられます。

参加手続き
１ 拠点校部活動として他中学校に参加希
望する生徒は、当該部の活動方針、部費
等の支払いについてご理解ください。
２ 所沢市拠点校部活動参加申請書を在籍
校の校長へ提出してください。（宛先は
拠点校となる学校長）
３ 在籍校校長は、拠点校校長へ様式第１
号を提出します。
４ 所沢市教育委員会により、確認を行い
ます。
５ 認められる場合、拠点校校長は、拠点
校部活動参加許可通知書を在籍校へ送付
し、在籍校より、当該生徒・保護者へ通
知します。

所沢市教育委員会 スポーツ振興課 学校教育課



■中体連の大会に参加する場合の学校名はどうなりますか。
□学校名は各校の連名を原則として、先頭に拠と明記します。

■拠点校部活動で活動できる部活の種類は何ですか。
□令和６年度までは、個人で参加できる運動部（陸上、卓球、柔道等）でしたが、令
和７年度より、団体種目のバレーボール、ソフトボールが活動できます。また、吹
奏楽、合唱以外の文化部も対象となります。

■活動できる部活の種類は、今後増えますか。
□この度、改正した実施要項を2年間実施した後、改めて検討します。

■放課後、在籍校から拠点校へ移動したら活動時間はどうなりますか。
□移動時間があるため、在籍校で活動するよりも活動時間が短くなる可能性がありま
す。また、冬季期間など、活動時間が１時間を確保できない場合は、拠点校部活動
顧問と在籍校担当者が活動の内容について協議し決定します。平日の活動ができな
い場合もあります。

■在籍校の行事と拠点校の部活動の日程が重なってしまった場合はどうなりますか。
□原則として在籍校の学習活動や行事を優先します。

■拠点校部活動実施予定の部活動は必ず入部することができますか。
□必ず入部できるとは限りません。新年度になってからの、拠点校での部員数の減少
や教職員人事異動に伴い、確実に拠点校部活動が実施できるとは限りません。

■拠点校部活動に入部する場合は、いつまで入部できますか。
□各校の仮入部期間終了時までには、拠点校部活動参加申請をしていただけるとあり
がたいです。

■拠点校部活動は３年間、参加できますか。
□拠点校部活動は長期的な実施に努めますが、原則１年ごとの実施（継続可）となり
ます。

■移動時の事故等の扱いはどうなりますか。
□拠点校への移動については、保護者の責任となります。安全に通学できるよう生徒
と確認をお願いします。もしもの場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター
の保険が適用されます。

■拠点校部活動で活動できる生徒は新１年生だけですか。
□原則、令和７年度は、新１年生、令和８年度は、新１年生、新２年生（前年度、拠
点校部活動を実施した生徒）で実施する予定です。

■拠点校部活動の参加申請はどのような手順で進めたらよいですか。
□参加を希望する場合は、所沢市HP掲載の所沢市の「拠点校部活動 実施要項」の内
容を確認し、入学後【様式１】「所沢市拠点校部活動参加申請書」に必要事項を記
入し、在籍校にお申し込みください。参加の可否、活動開始日等については、別途、
在籍校より連絡します。


